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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 8月 8日 (2005.8.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 モ ノ カ ル ボ ン 酸 と 、 ３ 級 ア ル コ ー ル よ り な る 混 合 液 中 に 、 触 媒 の 存 在 下 、 ３ 級 ア ル コ ー
ル と エ ス テ ル 交 換 し 得 る 一 価 の 酸 基 を 有 す る エ ス テ ル 化 剤 を 逐 次 添 加 す る こ と を 特 徴 と す
る 一 般 式 １ で 示 さ れ る モ ノ カ ル ボ ン 酸 ３ 級 － ア ル キ ル エ ス テ ル の 製 造 方 法 。
【 化 １ 】
　
　

　 一 般 式 １
（ 式 中 、 Ｒ １ は 炭 化 水 素 基 を 表 し 、 Ｒ ２ は ３ 級 飽 和 炭 化 水 素 基 を 表 す 。 ）
【 請 求 項 ２ 】
　 ３ 級 ア ル コ ー ル と エ ス テ ル 交 換 し 得 る 一 価 の 酸 基 を 有 す る エ ス テ ル 化 剤 が 、 一 般 式 ２ で
示 さ れ る ハ ロ ゲ ン 化 芳 香 族 ス ル ホ ニ ル で あ る 、 請 求 項 １ 記 載 の モ ノ カ ル
ボ ン 酸 ３ 級 － ア ル キ ル エ ス テ ル の 製 造 方 法 。
【 化 ２ 】
　
　

　 一 般 式 ２
（ 式 中 、 Ｘ は ハ ロ ゲ ン 原 子 を 表 し 、 Ａ ｒ は ベ ン ゼ ン 環 又 は 炭 素 数 １ ～ ３ の ア ル キ ル 置 換 ベ
ン ゼ ン 環 を 表 す 。 ）

こ と を 特 徴 と す る



【 請 求 項 ３ 】
　 触 媒 が ３ 級 ア ミ ド 類 で あ る 、 請 求 項 １ 記 載 の モ ノ カ ル ボ ン 酸 ３ 級 － ア
ル キ ル エ ス テ ル の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 塩 基 を 共 存 さ せ て な る 、 請 求 項 １ 記 載 の モ ノ カ ル ボ ン 酸 ３ 級 － ア ル キ
ル エ ス テ ル の 製 造 方 法 。
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こ と を 特 徴 と す る

こ と を 特 徴 と す る

【 請 求 項 ５ 】
　 一 般 式 Ｒ １ Ｃ Ｏ Ｏ Ｈ の カ ル ボ ン 酸 と 一 般 式 Ｘ Ｓ Ｏ ２ Ａ ｒ の 芳 香 族 ス ル ホ ン 酸 ハ ラ イ ド を
反 応 さ せ 、 一 般 式 Ｒ １ Ｃ Ｏ Ｏ Ｓ Ｏ ２ Ａ ｒ の 一 価 の 酸 基 を 有 す る エ ス テ ル 化 物 を 生 成 さ せ 、
３ 級 ア ミ ド 触 媒 の 存 在 下 で そ の エ ス テ ル 化 物 と 一 般 式 Ｒ ２ Ｏ Ｈ の ３ 級 ア ル コ ー ル と を 反 応
さ せ る こ と を 特 徴 と す る モ ノ カ ル ボ ン 酸 ３ 級 － ア ル キ ル エ ス テ ル の 製 造 方 法 。
　 （ な お 、 Ｒ １ 、 Ｒ ２ 、 Ｘ 、 及 び Ａ ｒ に つ い て は 、 一 般 式 １ 及 び ２ の そ れ と 同 じ で あ る 。
）
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